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宮崎県内水面漁場管理委員会指示第 130号

漁業法（昭和24年法律第 267号）第67条第１項及び第 130条第４

項の規定により、内水面共同漁業権第４号の漁場の区域におけるあ

ゆの採捕を目的とするやな漁業の操業について、次のとおり指示す

る。

平成25年８月19日

宮崎県内水面漁場管理委員会会長 染 矢 忠 孝

（定義）

１ この指示において「やな」とは、竹、石、木等を利用し、さく

河魚類（あゆを含む。）の通路を遮断して水産動植物を採捕する

漁具漁法で、遮断部である堰と魚捕り部である棚とにより構成さ

れるものをいう。

（漁場及び統数制限）

２ 内水面共同漁業権第４号の漁場の区域におけるあゆの採捕を目

的とするやな漁業（以下「あゆやな漁業」という。）を操業でき

る漁場は、次に掲げる漁場で各１統とする。

ア 延岡市大貫町 大貫地先

イ 延岡市岡元町 岡元地先

ウ 延岡市北方町 川水流地先

（行使内容の事前届出）

３ 漁業権者は、操業開始日の１か月前までに、あゆやな漁業の行

使予定内容を宮崎県内水面漁場管理委員会（以下「委員会」とい

う。）に届出なければならない。

（操業期間）

４ あゆやな漁業の操業期間は、平成25年10月１日から平成25年12

月10日までの間の延べ60日以内とする。

（採捕管理義務）

５ 漁業権者は、操業期間中、あゆやな漁業における採捕状況を定

期的に確認し、10日ごとに採捕実績及び確認状況を委員会に報告

するとともに、操業期間終了後は速やかに操業期間中の採捕実績

を取りまとめて、委員会に報告しなければならない。

（増殖義務）

６ 漁業権者は、別途指示する第５種共同漁業権に係る増殖指示量

に加え、委員会が別に定める量のあゆを放流しなければならない

。

なお、放流サイズは、あゆ種苗１尾当たり３グラムから10グラ

ムとする。

７ 漁業権者は、平成26年６月30日までに本指示に基づくあゆの放

流に関する実績報告書及び漁業権行使料の積算内訳書を提出しな

ければならない。

（指示の有効期間）

８ この指示の有効期間は、平成25年８月19日から平成26年６月30

日までとする。

宮崎県内水面漁場管理委員会指示第 131号

漁業法（昭和24年法律第 267号）第67条第１項及び第 130条第４

項の規定により、内水面におけるかごを使用しての水産動物の採捕

について、次のとおり指示する。

平成25年８月19日

宮崎県内水面漁場管理委員会会長 染 矢 忠 孝

１ かごの使用制限

使用できるかごの数は、１人３個以内とする。

２ 採捕禁止期間

毎年１月１日から６月30日まで及び12月１日から12月31日まで

３ 採捕時間

日没から日の出まで

４ 指示の適用除外

次に掲げる場合は、この指示は適用しない。

ア 宮崎県内水面漁業調整規則（昭和39年宮崎県規則第24号。以

下「規則」という。）第33条第１項の規定により知事の許可を

受けた者が当該許可の範囲内で使用する場合

イ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

（平成16年法律第78号）第２条第１項の規定により指定された

水産動物（魚類）の駆除のため宮崎県内水面漁場管理委員会の

承認を受け使用する場合

５ 指示の有効期間

平成25年９月１日から平成30年８月31日まで
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